
【様式第1号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 203,956,335,237   固定負債 76,697,702,759

    有形固定資産 173,553,565,038     地方債等 51,748,724,846

      事業用資産 52,541,194,048     長期未払金 60,976,592

        土地 29,495,712,516     退職手当引当金 5,097,457,544

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,295,300,188     その他 19,790,543,777

        建物減価償却累計額 -28,886,762,879   流動負債 8,080,383,069

        工作物 9,199,781,768     １年内償還予定地方債等 7,049,769,176

        工作物減価償却累計額 -6,657,571,419     未払金 558,376,760

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 377,565,656

        航空機 -     預り金 94,101,881

        航空機減価償却累計額 -     その他 569,596

        その他 - 負債合計 84,778,085,828

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 94,733,874   固定資産等形成分 210,638,735,314

      インフラ資産 114,576,115,369   余剰分（不足分） -75,278,276,900

        土地 5,675,901,320   他団体出資等分 -

        建物 5,124,597,835

        建物減価償却累計額 -1,755,823,528

        工作物 285,169,849,407

        工作物減価償却累計額 -179,934,458,125

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 296,048,460

      物品 18,350,880,479

      物品減価償却累計額 -11,914,624,858

    無形固定資産 4,175,179,027

      ソフトウェア 111,475,478

      その他 4,063,703,549

    投資その他の資産 26,227,591,172

      投資及び出資金 9,210,047,316

        有価証券 -

        出資金 9,210,047,316

        その他 -

      長期延滞債権 500,822,750

      長期貸付金 -

      基金 16,510,922,501

        減債基金 -

        その他 16,510,922,501

      その他 69,128,817

      徴収不能引当金 -63,330,212

  流動資産 16,182,209,005

    現金預金 8,955,190,449

    未収金 545,581,421

    短期貸付金 -

    基金 6,682,400,077

      財政調整基金 4,886,330,200

      減債基金 1,796,069,877

    棚卸資産 538,900

    その他 20,975,180

    徴収不能引当金 -22,477,022

  繰延資産 - 純資産合計 135,360,458,414

資産合計 220,138,544,242 負債及び純資産合計 220,138,544,242

連結貸借対照表
（令和5年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 3,035,372

    その他 11,274,759

純行政コスト 54,473,304,790

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 421,349,173

  臨時利益 14,310,131

  臨時損失 606,337,611

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 184,988,438

    使用料及び手数料 2,435,572,895

    その他 961,602,282

純経常行政コスト 53,881,277,310

      社会保障給付 27,835,966,340

      その他 576,278,212

  経常収益 3,397,175,177

        その他 819,236,737

    移転費用 33,376,470,215

      補助金等 4,964,225,663

      その他の業務費用 1,383,979,511

        支払利息 478,935,540

        徴収不能引当金繰入額 85,807,234

        維持補修費 566,336,006

        減価償却費 7,511,274,852

        その他 170,996,711

        その他 993,459,691

      物件費等 16,557,224,812

        物件費 8,308,617,243

        職員給与費 4,206,359,211

        賞与等引当金繰入額 376,397,797

        退職手当引当金繰入額 384,561,250

  経常費用 57,278,452,487

    業務費用 23,901,982,272

      人件費 5,960,777,949

連結行政コスト計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額



【様式第3号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 137,233,893,924 186,934,599,881 -49,700,724,618 18,661

  純行政コスト（△） -54,473,304,790 -54,473,304,790 -

  財源 54,781,276,956 54,781,276,956 -

    税収等 34,129,906,807 34,129,906,807 -

    国県等補助金 20,651,370,149 20,651,370,149 -

  本年度差額 307,972,166 307,972,166 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,820,022,036 4,820,022,036

    有形固定資産等の増加 5,328,084,993 -5,328,084,993

    有形固定資産等の減少 -9,820,603,306 9,820,603,306

    貸付金・基金等の増加 4,528,411,334 -4,528,411,334

    貸付金・基金等の減少 -4,855,915,057 4,855,915,057

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -50,968,556 -50,968,556

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 18,661 -18,661

  比例連結割合変更に伴う差額 -1,727,693,271 2,794,639,874 -4,522,333,145 -

  その他 -402,745,849 25,780,486,151 -26,183,232,000

  本年度純資産変動額 -1,873,435,510 23,704,135,433 -25,577,552,282 -18,661

本年度末純資産残高 135,360,458,414 210,638,735,314 -75,278,276,900 -

連結純資産変動計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -33,703,455

本年度歳計外現金増減額 116,797,784

本年度末歳計外現金残高 83,094,329

本年度末現金預金残高 8,955,190,449

財務活動収支 -3,210,811,087

本年度資金収支額 959,737,217

前年度末資金残高 7,907,758,437

比例連結割合変更に伴う差額 4,600,466

本年度末資金残高 8,872,096,120

    地方債等償還支出 7,093,958,160

    その他の支出 108,426,469

  財務活動収入 3,991,573,542

    地方債等発行収入 3,969,548,000

    その他の収入 22,025,542

    資産売却収入 44,626,721

    その他の収入 98,352,542

投資活動収支 -2,804,679,155

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,202,384,629

    その他の支出 2,624,493

  投資活動収入 5,308,718,215

    国県等補助金収入 1,006,460,289

    基金取崩収入 4,159,278,663

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 8,113,397,370

    公共施設等整備費支出 4,119,394,545

    基金積立金支出 3,991,378,332

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,528,582

  臨時収入 14,359,529

業務活動収支 6,975,227,459

【投資活動収支】

    税収等収入 33,630,888,570

    国県等補助金収入 19,764,113,584

    使用料及び手数料収入 2,462,345,927

    その他の収入 844,091,780

  臨時支出 4,528,582

    移転費用支出 33,376,066,215

      補助金等支出 4,964,225,663

      社会保障給付支出 27,835,966,340

      その他の支出 575,874,212

  業務収入 56,701,439,861

    業務費用支出 16,359,977,134

      人件費支出 5,930,139,493

      物件費等支出 9,186,808,203

      支払利息支出 478,935,540

      その他の支出 764,093,898

連結資金収支計算書
自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 49,736,043,349



１．重要な会計方針
(１)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

①有形固定資産・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア．昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額１円としています。

イ．昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価
ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。　

②無形固定資産・・・原則として取得原価
ただし、取得価額が不明なものは、再調達原価としています。

(２)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
①満期保有目的有価証券・・・償却原価法（定額法）
②満期保有目的以外の有価証券

ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・取得原価（又は償却原価法（定額法））

③出資金

ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・出資金額

(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、先入先出法による原価法としています。

(４)有形固定資産等の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3年～50年
工作物 6年～60年
物品 2年～20年

ただし、水道事業の取替資産については、取替法によっています。
また、一部の連結対象団体については定率法によっています。

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
（ソフトウェアについては、法定耐用年数（５年）に基づく定額法によっています。）

③リース資産
ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

（リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(５)引当金の計上基準及び算定方法
①投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額
との差額を計上しています。

①徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によっています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。

③損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた
将来負担額を計上しています。

④賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する
部分を計上しています。

(６)リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(７)資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、３か月以内に満期が到来する流動性の

高い投資を言います。ただし、一般会計等においては、掛川市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等としています。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(８)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
①物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額及び見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

②資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね10％未満相当額以下であると
きに修繕費として処理しています。

(９)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

(１０)連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理
決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については、当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と

連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。また、決算日と連結決算日との差異が３か月を超える連結対象団
体（会計）については、仮決算を行っています。

注　記



２．重要な会計方針の変更等
該当事項なし

３．重要な後発事象
(１)主要な業務の改廃

該当事項なし

(２)組織・機構の大幅な変更
該当事項なし

(３)地方財政制度の大幅な改正
該当事項なし

(４)重大な災害等の発生
該当事項なし

４．偶発債務
(１)保証債務及び損失補償債務負担の状況

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。

（単位：円）

損失補償等引当金
計上額

貸借対照表
未計上額

笛吹川沿岸土地改良区 0 0 3,033,000 3,033,000
0 0 3,033,000 3,033,000

(２)係争中の訴訟等
該当事項なし

５．追加情報
(１)連結対象団体（会計）

区分 連結の方法 比例連結割合
一部事務組合・広域連合 比例連結 19.37%
一部事務組合・広域連合 比例連結 37.90%
一部事務組合・広域連合 比例連結 50.00%
一部事務組合・広域連合 比例連結 8.54%
一部事務組合・広域連合 比例連結 下記参照
一部事務組合・広域連合 比例連結 83.70%

第三セクター等 全部連結 ―
第三セクター等 全部連結 ―

連結の方法は次のとおりです。
①地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。
②一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

なお、山梨県市町総合事務組合については、以下の負担割合に基づき、連結しています。

一般会計 10.98%

電子化事業特別会計（電子申請） 7.58%

電子化事業特別会計（セキュリティクラウド） 6.18%

電子化事業特別会計（財務会計・第２期） 29.42%

電子化事業特別会計（コンビニ） 10.89%

電子化事業特別会計（校務システム） 8.36%

電子化事業特別会計（教育情報セキュリティクラウド） 1.75%

会館管理特別会計 6.90%

研修事業特別会計 7.56%

処分場事業特別会計 5.30%

入札事業特別会計 3.14%

交通災害共済事業特別会計 16.78%

③第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体（出資割合等が50％以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含み
　ます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割
　合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、
　比例連結の対象としていない場合があります。

(２)出納整理期間

地方自治法第235条の５に基づき出納整理期間が設けられている団体（会計）においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数
をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合
は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

山梨県市町村総合事務組合
東八代広域行政事務組合
公益財団法人　ふえふき文化・スポーツ振興財団
一般社団法人　笛吹市観光物産連盟

団体（会計）名
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合
峡東地域広域水道企業団
釈迦堂遺跡博物館組合
山梨県後期高齢者医療広域連合

計

団体（会計）名 確定債務額
履行すべき額が確定していない損失補償債務等

総額


